
広島労働局 職業安定部 需給調整事業課

令和６年度向け労使協定セミナー

令和６年１月１９日



令和６年度に向けてのポイント① 令和５年度からの変更点 １

①一般通勤手当 ７１円→７２円（時給）に上がっていること

「令和６年度」局長通達Ｐ７ 第２一般賃金の取扱い ２通勤手当を参照

留意点：実費支給を選択した場合であっても、上限額がある場合は、協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間１時間当たりに換算した額が「７２円」以上と

なるようにすること。

②一般基本給・賞与等の「能力・経験調整指数」

「令和６年度」局長通達Ｐ６ 第２一般賃金の取扱い１（１）②能力・経験調整指数を参照

留意点：職種別の基準値×能力・経験調整指数×地域指数で算定した「基準値（０年）」＜地域別最低賃金となる場合。

地域別最低賃金又は特定最低賃金の額を「基準値（０年）」の額とし、当該額に「能力・経験調整指数」を乗じることにより算出すること。

１円未満は切り上げる。

③退職金制度 別添４ 令和２年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）→ 令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）

「令和６年度」局長通達Ｐ４４～４７を参照

退職一時金受給のための最低勤続年数 勤続年数「３年」から支給する企業割合が最も多いという結果は同じ。

退職手当制度がある企業の割合 ６５．９％→７１．５％ 小数点２位以下は四捨五入する。

モデル退職金（調査産業計）の数値も変動していること。



令和６年度に向けてのポイント② 令和６年度の留意点 ２

①厚生労働省産業分類の改訂

第５回改訂職業分類が職業安定業務統計に反映されるのは、令和6年度公表分（適用は令和7年度）からになる。

「令和６年度」局長通達Ｐ１２ 第４労使協定の締結における留意点１（１）を参照

令和６年度労使協定において、職業安定業務統計を選択する場合であって、職種を選択するときは「第４回改訂厚生労働省編職業分類 職業分類表改定の経緯と

その内容」（独立行政法人労働政策研究・研修機構２０１１年６月）を参照すること。

②職種ごとの統計の使い分け理由 局長通達参照ページは①と同じ

・一つの労使協定において、職種ごとに別添１及び別添２を使い分ける場合には、その理由を労使協定に記載すること。

・別添２を選択する場合であって、「「大分類」と「当該大分類内の中分類又は小分類」」又は「「中分類」と「当該中分類内の小分類」」を使い分ける場合は、

その理由を労使協定に記載すること。

③地域指数の使い分け理由

「令和６年度」局長通達Ｐ１２ 第４労使協定の締結における留意点１（３）を参照

一つの労使協定において、都道府県及びハローワーク別の地域指数を使い分ける場合は、その理由を労使協定に記載すること。

④有効期間 労使協定方式に関するQ&A（集約版） 問１－８、問１－９参照

２年以内の期間とすることが望ましい。労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前までに確認を

実施し、確認書を労使協定に添付することが必要である。



法第３０条の４第１項 ３

労使協定に定める必要がある事項

労使協定を適用する労働者の範囲１号

公正な評価制度

賃金以外の待遇の決定の方法

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること

その他（有効期間等）

３号

４号

５号

６号

法第３０条の４第１項

賃金の決定の方法２号

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額であること

ロ 賃金が改善されるものであること



【第１号】労使協定を適用する労働者の範囲について ４

労使協定方式で待遇を決定する労働者の範囲を定める

客観的な基準であること。
また客観的な基準であったとしても不適切な基準であってはならない。

※協定の対象ではない派遣労働者の待遇は、派遣先均等・均衡方式によることとなる。

特定の職種に従事する者を協定の対象とする。

無期雇用派遣労働者を協定の対象とする。〇

×
特定の地域に派遣される者を協定の対象とする（広島県内の派遣先に限る等）。

特定の派遣先企業に派遣される者を協定の対象とする。

男性のみ、女性のみを協定の対象とする。

労使協定を適用する労働者の範囲１号

労使協定方式の主旨は、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるよ
うにすることを目的としたものであることに注意。



【第２号イ】一般賃金について

協定対象派遣労働者の賃金

基本給・賞与・手当等

通勤手当

退職金（退職手当）

一般賃金

一般基本給・賞与等

一般通勤手当

一般退職金

≧

≧

≧

≧

※協定対象派遣労働者の賃金は一般賃金の額以上でなければならない。

イ

５

個別で比較

個別で比較

個別で比較

一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額であること



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の合算について

協定対象派遣労働者の賃金 一般賃金≧

退職金（退職手当） 一般退職金

通勤手当 一般通勤手当

基本給・賞与・手当等 一般基本給・賞与等

≧

合算で比較 基本給（・賞与・手当等） ≧
一般退職金

一般通勤手当

一般基本給・賞与等

６



一般基本給・賞与等、一般通勤手当、一般退職金の選択について

協定対象派遣労働者の賃金
一般賃金

一般退職金

一般通勤手当

基本給・賞与・手当等
一般基本給・賞与等

①職種別の基準値×②能力・経験調整指数
別添１「賃金構造基本統計調査」 どちらを選択するか
別添２「職業安定業務統計」

③地域指数
別添３「都道府県別」「ハローワーク管轄別」⇒ どちらを選択するか

（１）実費支給 どちらを選択するか
（２）「７２円」（時給）以上の額を、通勤にかかる費用として支給

（１）退職手当制度で比較する場合 別添４
（２）一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」（一般基本給・賞与等の５％以上の額）を確保する場合 どちらを選択するか
（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合（掛金が一般基本給・賞与等の５％以上の額を確保）

７

労使協定（イメージ）別表２の比較

協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者の勤
続何年目相当に該当するかを考慮して適切なものを選択する。

例えば、協定対象派遣労働者の賃金が職務給である場合は、派遣労働
者の業務の内容、難易度等が一般の労働者の勤続何年目に相当するか、
という観点から選択する。



【第２号ロ】賃金の決定の方法について（昇給規定）

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関す
る事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

※通勤手当、家族手当、住宅手当など職務の内容に密接に関係しない手当は賃金改善の対象外となる。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

に向上があった場合、賃金が改善される。

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる。

基本給を上げる。

手当を追加支給する。

能力に応じた新たな就業機会を提供する。

例１

例２

例３

ロ 賃金が改善されるものであること

賃金の決定の方法２号

８



【第３号】賃金の決定に当たっての評価（評価規定）

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関す
る事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

職務の内容

職務の成果

意欲

能力又は経験

その他
（就業に関する
ことに限る）

どの事項をどのように勘案するかは労使にゆだねられる。

賃金の改善（昇給）にかかる評価について公正さを担保
する工夫がなされていることが必要。

恣意的・感情的な評価ではないこと。

評価時期や方法について客観的な基準があること。

就業規則に正社員の評価規定が定められており、それらを準用する場合、その旨を労使協定に引用す
ることも可。

公正な評価制度３号

９



【第４号】賃金以外の待遇の決定の方法

賃金以外の待遇については、賃金とは異なり一般の労働者ではなく、派遣元の通常の労
働者（正社員および無期雇用フルタイム労働者）との均等均衡待遇が求められる。

転勤者用社宅

慶弔休暇等

病気休職等

法定外有給休暇

健康診断に伴う
勤務免除・有給保障など

派遣元の通常の労働者（正社員等）との均等均衡待遇が
求められる。

労使協定に記載する必要がある。

正社員の就業規則を準用する。

派遣労働者の就業規則が適用される場合、それらが正
社員と比較して不合理な待遇差でないこと。

※給食施設（食堂）、休憩室、更衣室の利用については、派遣先が利用の機会を与えなければならな
いものであって、派遣先の通常の労働者との均等均衡待遇が求められる。

教育訓練

賃金以外の待遇の決定の方法４号

１０

法
定
外
の
休
暇
・
福
利
厚
生



【第５号】法第３０条の２に規定する教育訓練

派遣元事業主は派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得
することができるように教育訓練（キャリアアップに資する教育訓練）を実施しなけれ
ばならない（法第３０条の２第１項）。

労使協定に明記する必要がある。

※法第３０条の２第1項の教育訓練は、法第４０条第２項に規定する「派遣労働者が従事する業務と同種の
業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」とは
異なるものであることに注意。法第４０条第２項の教育訓練は、派遣先が措置を講ずる必要がある。

派遣元事業主は、労働者派遣事業の許可又は更新申請の際に都道府県労働局に提出した
教育訓練計画に基づいた教育訓練を実施することが求められる。

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること５号

１１



【第６号】その他（有効期間等）

厚生労働省令で定める事項とは、労働者派遣法施行規則第２５条の１０第１号から第３
号に規定するものをいう。

労使協定の有効期間

労使協定を適用する派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合
には、その理由

第３号 特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、派遣先の変更を理
由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと。

労使協定の始期と終期を記載すること。
労働者の意思を適正に反映することを考慮し、２年以内の期間とすることが望ましい。

「派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安
定化を防ぐため」と記載することが考えられる。

「特段の事情」とは、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲が職種によって定められ
ている場合であって派遣労働者の職種の転換によって待遇決定方式が変更される場合な
どをいう。

その他（有効期間等）６号

則第25条の10

第２号

第１号

１２



労使協定の締結単位

労使協定は派遣元事業主単位又は労働者派遣事業を行う事業所単位で締結することが可能ですが、待遇を引き下げ

ることを目的として恣意的に締結単位を分けることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり適当ではありません。

１３

派遣元 派遣元事業主

労使協定（書面による）

労使協定の締結単位

派遣元事業主（法人）単位または労働者派遣を行う事業所単位。

労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の、労働者の
過半数が当該者の選任を支持していることが明確となる民主的な方法による手続により
選出された者であること。

過半数労働組合
過半数代表者

過半数労働組合・過半数代表者

派遣労働者の過半数ではなく、雇用する全ての労働者の過半数であること。

過半数代表者の選出について

過半数労働者が適切に選出されない場合、労使協定は無効となり、派遣先均等均衡方式が適用となる。



法第３０条の４ 第２項（労使協定の周知）

労使協定の周知 派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

労使協定は協定対象の派遣労働者はもとより、協定対象ではない派遣労働者及び派遣労働者ではない者
（正社員等）にも周知する必要がある。

周知の対象

周知の方法

①書面の交付、ファクシミリ（※）、電子メール（※）による方法・・・（※）希望する場合のみ

②イントラネット等で常時確認できる方法

③常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法

ただし、労使協定の概要について、①又は②の方法によりあわせて周知する場合に限る。

労使協定の概要は、少なくとも、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、派遣労働者の賃金（基本給、
賞与、通勤手当、退職手当等）の決定方法及び有効期間を盛り込み、派遣労働者が容易に理解できるよ
うにすることが望ましい。

ファクシミリ、電子メールによる方法は、労働者が希望する場合に限る。

１４



参考資料①

局長通達について

一般賃金の算定を行うために必要な「局長通達」については、毎年６～８月頃に示されます。この「局長通達」は翌年
度４月から適用されるものです。「局長通達」は厚生労働省のホームページに掲載されます。広島労働局ホームページか
らもリンクしています。

１５

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html



参考資料②

厚生労働省作成動画

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWjlIyNwrujG2yfxYwi-sBTJ

１６


